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「溶接ヒューム」の濃度測定 

 

溶接ヒュームの測定 

はお任せください。 

 

屋内作業場で継続して行う金属アーク溶接等作業について、労働安全衛生法施行令、特

定化学物質障害予防規則等の関係法令改正により、新たに特定化学物質としての規制が加

わります。（令和３年４月１日施行） 

 

【新たに規制対象となる作業】 

金属アーク溶接等作業とは 

・金属をアーク溶接する作業 

・アークを用いた金属の溶断作業やガウジングする作業 

・その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業 

 アーク溶接にはティグ溶接、ミグ溶接やプラズマ溶接などが含まれます。これらはア

ークを用いることで金属蒸気が激しく発生するため、規制の対象となります。なお、ガ

スやレーザービーム等を熱源とする溶接は著しい金属蒸気の発生がないため、対象外と

なります。 

 

【特定化学物質としての規制】 

（1）溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施、またはこれと同

等以上の措置（プッシュプル型換気装置、局所排気装置の設置）を講じる必要があり

ます。 

（2）溶接ヒュームの濃度の測定 

①溶接ヒュームの濃度測定 

②測定の結果、マンガンとして0.05mg/m3

以上の場合、換気装置風量増加など対策後、

①の再測定が必要です。 

③有効な呼吸用保護具の選択、着用 

④面体を有する呼吸用保護具を使用する場

合、1 年に 1 回ごとのフィットテスト（適

切に装着されていることの確認）の実施。 

 

現に、継続して金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場は、 

令和4年3月31日までに溶接ヒューム濃度測定を行う必要があります。 
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【溶接ヒュームの濃度測定】 

① 試料空気の採取は、金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料

採取機器を用いる方法により行います。 

※試料採取機器の採取口は、労働者の呼吸する

空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するため

に最も適切な部位（呼吸域）に装着する必要が

あります。その際、採取口が溶接用の面体の内

側となるようにします。 

② 試料採取機器の装着は、労働者にばく露される

溶接ヒュームの量がほぼ均一であると見込まれ

る作業（均等ばく露作業）ごとに、それぞれ、

適切な数（２人以上）の労働者に対して行いま

す。 

※均等ばく露作業に従事する労働者が1名の場合、必要最小限の間隔で2日間の採取

を行います。 

※試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が金属アーク溶接

等作業に従事する全時間です。採取の時間を短縮することはできません。 

 

【結果ご報告までの流れ】 

 

内容詳細は、弊社までお気軽にお問い合わせください。 

お問い合わせ 

•お電話などでお気軽にお問い合わせください 

ヒアリング 

•溶接作業者数や作業内容など、お聞かせください 

試料採取 

・2名以上の作業者にサンプラーを装着、試料を採取します 

分析 

・採取した試料は弊社試験室に持ち帰り分析を行います 

結果証明書発送 

・証明書本票と併せご請求書を同封いたします 

地域の環境 確かな技術で分析・調査 
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